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児
童
手
当
お
よ
び
児
童
手
当
特

例
給
付
金
を
受
け
て
い
る
方
は
、
毎

年
６
月
中
に
養
育
等
の
状
況
な
ど

を
確
認
す
る
た
め
、
現
況
届
を
提
出

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

日
代
・
四
浦
・
保
戸
島
地
区
の
方
は
、

各
出
張
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限　

６
月
30
日

（月）

▼
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
先　

　

福
祉
事
務
所　

子
育
て
支
援
班

☎
82-

９
５
１
９

▼
内
容　

心
の
相
談
、
精
神
保
健
・

福
祉
・
医
療
・
日
常
生
活
・
社
会

復
帰
に
関
す
る
こ
と
、
認
知
症
、

ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
依
存
症
、
ひ

き
こ
も
り
、
思
春
期
問
題
な
ど

▼
相
談
日
・
相
談
担
当
者

保
健
師
に
よ
る
相
談
日
︵
保
健
福

祉
相
談
︶　

６
月
12 
日

（木）

　

専
門
医
に
よ
る
相
談
日

　
　
　
　
　
　
　

６
月
26
日

（木）

▼
時
間　

13 
時
30
分
〜
14 
時
30
分

▼
相
談
場
所　

中
部
保
健
所
︵
臼
杵

保
健
所
︶
診
察
室

※
予
約
制　

面
接
相
談

※
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

中
部
保
健
所　

地
域
保
健
課

☎
62-

９
１
７
１

　

臼
杵
市
・
津
久
見
市
で
、
障
が
い

者
の
相
談
支
援
を
し
て
い
る
﹁
さ
ぽ

ー
と
セ
ン
タ
ー
風
車
﹂
で
は
、
在
宅

の
障
が
い
児
お
よ
び
そ
の
家
族
の

為
の
、
巡
回
療
育
相
談
を
行
い
ま
す
。

▼
日
時　

６
月
22
日

（日）13 
時
〜
16 
時

▼
場
所　

フ
ラ
ワ
ー
キ
ッ
ズ

︵
津
久
見
市
地
蔵
町
４
‐
１
︶

▼
費
用　

無
料

▼
相
談
内
容　

口
腔
衛
生
・
療
育
訓

練
・
日
常
生
活
・
進
路
︵
就
学
︶・

福
祉
サ
ー
ビ
ス　

等

※
対
応
す
る
ス
タ
ッ
フ　

歯
科
衛

生
士
・
言
語
聴
覚
士
・
作
業
療
法

士
・
臨
床
心
理
士
・
保
育
士
等
︵
相

談
内
容
に
よ
っ
て
は
、
医
師
・
保

健
師
・
栄
養
士
が
対
応
し
ま
す
。︶

※
予
約
制

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

さ
ぽ
ー
と
セ
ン
タ
ー
風
車

☎
63-

５
８
８
８

▼
日
時　

毎
週
木
曜
日
︵
祝
日
除
く
︶

13 
時
30
分
〜
16 
時

▼
場
所　

と
ぎ
倶
楽
部
︵
津
久
見
中

央
病
院
横
︶

▼
内
容　

専
門
医
に
よ
る
個
別
相
談

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

津
久
見
市
と
ぎ
倶
楽
部

☎
82-

８
７
７
８

　

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
給
付

事
業
と
は
、
次
の
﹁
対
象
者
﹂
に
該

当
さ
れ
る
方
が
病
院
や
歯
医
者
さ

ん
で
支
払
わ
れ
た
お
金
・
お
薬
代
な

ど
の
全
部
又
は
一
部
を
助
成
す
る

制
度
で
す
。
こ
の
制
度
に
よ
る
助
成

を
受
け
る
た
め
に
は
、
毎
年
受
給
資

格
の
更
新
手
続
が
必
要
で
す
。
お
忘

れ
の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※
保
険
適
用
外
の
費
用
、
食
事
療
養

費
に
つ
い
て
は
助
成
対
象
外
で
す
。

ま
た
、
こ
の
制
度
に
は
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象
者　

市
内
に
住
所
を
有
す

る
方
で 

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
、

２
級
の
所
持
者 

②
療
育
手
帳
Ａ

１
、
Ａ
２
の
所
持
者 

③
身
体
障

害
者
手
帳
３
級
所
持
者
で
Ｉ
Ｑ

50
以
下
の
方
等 

④
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
所
持
者
︵
た

だ
し
、
精
神
病
床
に
お
け
る
入
院

に
要
し
た
経
費
を
除
く
︶

▼
手
続
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
手
帳
、
健
康
保
険
証
、
受

給
者
証

▼
手
続
期
限　

６
月
30
日

（月）

▼
手
続
場
所　

福
祉
事
務
所
お
よ

び
各
出
張
所

▼
問
い
合
わ
せ
先　

福
祉
事
務
所

☎
82-

９
５
１
９

福
祉
情
報

児
童
手
当
の
現
況
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

と
ぎ
倶
楽
部

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費

給
付
事
業
受
給
資
格
の
更

新
手
続
を
お
願
い
し
ま
す

巡

回

療

育

相

談

心
の
健
康
相
談

福
祉
情
報
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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